
令和７年度予算審査特別委員会

（令和８年度一般会計予算）

指摘・要望事項

（議会全体の合意事項分）

　

流山市議会



（ 安 心 ・ 安 全 で 快 適 に 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） 通 学 路 合 同 点 検 で 要 望 さ れ て い る 横 断 歩 道 に つ い て 、 設 置

実 現 に 向 け 、 必 要 な 働 き か け を さ れ た い 。  

 

（ 生 き が い を 持 っ て 健 康 ・ 長 寿 に 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） 受 動 喫 煙 防 止 対 策 助 成 金 に 対 し て は 、 申 請 実 績 が 低 い 要 因

を 詳 細 に 研 究 ・ 分 析 し 、 周 知 方 法 の 改 善 等 に よ り 申 請 を 増 や

す 努 力 を さ れ た い 。  

（ ２ ） 健 康 ポ イ ン ト 事 業 に つ い て は 、 自 主 的 な 健 康 づ く り の 意 識

づ け を 行 う た め に 市 民 に 広 く 周 知 を 図 ら れ た い 。  

（ ３ ） 夜 間 小 児 救 急 を は じ め 、 救 急 医 療 の 持 続 的 な 体 制 確 保 に つ

い て は 、 本 市 の み で 完 結 で き る 問 題 で は な い こ と か ら 、 補 助

金 や 負 担 金 の 投 入 や 人 的 支 援 も 視 野 に 入 れ 近 隣 市 と 連 携 す る

こ と に よ り 、 体 制 確 保 に 努 め ら れ た い 。  

（ ４ ） 救 急 医 療 体 制 に つ い て 、 維 持 ・ 充 実 を 図 る た め 、 市 内 の 救

急 医 療 機 関 に お け る 固 定 費 等 の 実 態 把 握 に 努 め 、 必 要 な 措 置

を 図 ら れ た い 。  

（ ５ ） 帯 状 疱 疹 ワ ク チ ン の 任 意 予 防 接 種 に つ い て は 、 対 象 者 へ の

周 知 と と も に 効 果 や 接 種 方 法 等 に つ い て も き め 細 や か な 周 知

を 図 ら れ た い 。  

 

（ 良 質 な 住 環 境 の な か で 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） 喫 煙 所 の 設 置 に つ い て は 民 間 事 業 者 と の 協 議 を 進 め る と と

も に 、 路 上 喫 煙 等 指 導 員 の 必 要 な 人 員 を 早 急 に 確 保 し て 指 導

や 啓 発 に 努 め 、 路 上 喫 煙 を な く す た め の 持 続 可 能 な 体 制 を 構

築 さ れ た い 。  

（ ２ ） 流 山 市 ス ズ メ バ チ 駆 除 費 助 成 金 に つ い て は 、 市 民 の 安 全 確

保 に 直 結 す る 事 業 で あ る た め 、 申 請 者 数 に 対 し て 予 算 の 不 足

が 生 じ な い よ う 予 算 額 を 増 額 さ れ た い 。  

（ ３ ） 真 夏 の 酷 暑 か ら 市 民 の 命 を 守 る た め 、 涼 み 処 の 取 組 に つ い

て は 、 利 用 施 設 の さ ら な る 拡 充 及 び 周 知 の 強 化 を 図 り 、 誰 も

が 安 心 し て 利 用 で き る 体 制 の 整 備 を 進 め ら れ た い 。  

 



（ ４ ） ク リ ー ン セ ン タ ー 事 務 管 理 事 業 に つ い て 、 市 民 が 使 い や す

い 指 定 ご み 袋 の 規 格 を 増 や す こ と を 検 討 さ れ た い 。  

（ ５ ） 高 齢 化 が 進 展 し て い る た め 、 交 通 不 便 地 域 に つ い て 、 交 通

政 策 の 充 実 に 向 け 、 伴 走 体 制 を 強 化 さ れ た い 。  

（ ６ ） 酷 暑 に よ り 深 刻 化 す る こ と が 予 想 さ れ る 倒 木 や 落 枝 対 策 に

対 し 、 効 果 的 な 予 防 保 全 に つ い て 情 報 収 集 、 試 行 を 行 わ れ た

い 。  

（ ７ ） 耐 震 改 修 補 助 と 断 熱 改 修 補 助 の 組 み 合 わ せ に つ い て は 、 そ

の 概 念 と 効 果 を 広 く 市 民 に 理 解 さ れ る よ う 、 広 報 を 強 化 さ れ

た い 。  

 

（ 誰 も が 自 分 ら し く 暮 ら せ る ま ち ）  

（ １ ） 個 別 避 難 計 画 の 作 成 に 当 た り 、 福 祉 部 門 と 防 災 部 門 と の 連

携 を 一 層 強 化 し 、 ひ な ん さ ん ぽ 等 を 通 じ て よ り 実 効 性 を 高 め

た 計 画 と さ れ た い 。  

（ ２ ） 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 の タ ブ レ ッ ト 活 用 に 当 た っ て は 、 操 作

へ の 不 安 を 解 消 で き る よ う 、 習 熟 度 に 応 じ た 丁 寧 な 研 修 を 実

施 さ れ た い 。  

（ ３ ） 障 害 者 就 労 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 の チ ャ レ ン ジ ド オ フ ィ ス

な が れ や ま に つ い て は 、 一 般 就 労 に 結 び つ け る た め の 支 援 策

を よ り 一 層 充 実 さ れ た い 。  

（ ４ ） 障 害 福 祉 事 業 所 等 の ケ ア ワ ー カ ー に つ い て 、 処 遇 の 実 態 把

握 に 努 め 、 必 要 な 処 遇 改 善 を 図 ら れ た い 。  

（ ５ ） や さ し い お 店 認 定 事 業 に つ い て は 、 制 度 の 周 知 と と も に 合

理 的 配 慮 に つ い て も 広 く 周 知 啓 発 を 図 り 、 雇 用 環 境 の 更 な る

充 実 を 図 ら れ た い 。  

 

（ 子 ど も を み ん な で 育 む ま ち ）  

（ １ ） 引 き 続 き 学 校 プ ー ル を 使 用 す る 小 学 校 に お け る 教 員 の 負 担

軽 減 に つ い て 確 実 に 実 施 さ れ た い 。  

（ ２ ） 特 別 支 援 教 育 推 進 事 業 に つ い て は 、 障 害 等 に 対 す る 専 門 的

な 知 識 を 持 つ 教 員 の 育 成 や 、 外 部 専 門 家 と の 連 携 強 化 を 図 ら

れ た い 。  



（ ３ ） フ リ ー ス ク ー ル に 通 う 児 童 生 徒 の 保 護 者 に 対 し 、 授 業 料 等

の 負 担 軽 減 に 向 け た 補 助 制 度 の 早 期 実 施 を 図 ら れ た い 。  

（ ４ ） フ リ ー ス ク ー ル 助 成 に つ い て は 、 千 葉 県 が 行 う 補 助 に 加 え

て 上 乗 せ 補 助 を 実 施 さ れ た い 。  

（ ５ ） 深 刻 な い じ め 事 案 に つ い て は 、 学 校 ・ 教 育 委 員 会 ・ 関 係 機

関 と の 初 動 段 階 か ら の ス ム ー ズ な 連 携 体 制 を 整 え る と と も に 、

加 害 児 童 生 徒 の 加 害 行 動 の 背 景 に あ る 心 理 的 要 因 に ア プ ロ ー

チ す る 、 心 理 教 育 的 介 入 プ ロ グ ラ ム の 研 究 を 行 わ れ た い 。  

（ ６ ） 夏 休 み こ ど も 教 室 に つ い て は 、 こ ど も た ち が 安 全 か つ 安 心

し て 利 用 で き る 環 境 整 備 に 努 め る と と も に 、 配 慮 が 必 要 な こ

ど も の 受 け 入 れ 体 制 に つ い て も 充 分 な 対 応 策 を 講 じ ら れ た い 。 

（ ７ ） 若 者 ま ち づ く り プ ロ ジ ェ ク ト の 提 案 を 、 制 度 的 に 継 続 し て

市 政 に 反 映 し 、 確 実 に フ ィ ー ド バ ッ ク す る 仕 組 み の 構 築 を 図

ら れ た い 。  

 

（ 体 系 外 ）  

（ １ ） 行 政 課 題 の 高 度 化 に 対 応 す る た め 、 専 門 的 な ス キ ル を 有 す

る 市 職 員 の 確 保 及 び 育 成 を さ ら に 拡 充 さ れ た い 。  

（ ２ ） 職 員 の さ ら な る Ｏ Ａ ス キ ル の 確 実 な 向 上 に 向 け 、 研 修 プ ロ

グ ラ ム 等 の 取 組 を 強 化 さ れ た い 。  

（ ３ ） す べ て の 部 署 に お い て 事 務 所 衛 生 基 準 規 則 に 定 め る 一 人 当

た り 執 務 ス ペ ー ス 約 １ ． ４ 坪 （ 約 ４ ． ８ ㎡ ） を 確 実 に 確 保 す

る よ う 着 手 さ れ た い 。  

（ ４ ） 公 共 施 設 に お け る 詳 細 診 断 に つ い て 、 実 施 計 画 に 位 置 付 け

る と と も に 、 実 施 す る た め の 予 算 措 置 を さ れ た い 。  

（ ５ ） 労 働 条 件 審 査 に つ い て は 、 各 担 当 課 が 制 度 の 趣 旨 を 十 分 に

理 解 し た 上 で 、 実 効 性 の あ る 審 査 を 計 画 的 に 進 め ら れ た い 。  

（ ６ ） 市 制 施 行 ６ ０ 周 年 事 業 に お い て は 、 千 葉 県 知 事 の 招 へ い が

可 能 と な る よ う 尽 力 さ れ た い 。  

（ ７ ）ホ ー ム ペ ー ジ を 見 や す く 分 か り や す い も の と す る と と も に 、

Ｙ ｏ ｕ Ｔ ｕ ｂ ｅ 等 の Ｓ Ｎ Ｓ 活 用 の 強 化 を 図 り 、 市 民 に 対 す る

さ ら に 分 か り や す い 情 報 提 供 を 積 極 的 に 推 進 さ れ た い 。  

 


